
「JVA 審判規則委員会 平成２１年度 ６人制ルール取り扱い抜粋」 
 

１．第１１条第２項 ネット下からの相手コートへの侵入 
（１）ネットの下から相手方空間に侵入しても、相手方への妨害とならなければ許される。 

（２）センター・ラインを超える相手コートへの侵入 

①片方の足（両足）が、センター・ラインを超えて相手コートに触れても、侵入している 

片方の足（両足）の一部が、センター・ラインに接触しているか、その真上に残ってい れ

ば許される。 

②両足より上部の身体のいかなる部分が、相手コートに触れても、相手のプレーを妨害し 

ない限り許される。 

 

 ◆競技者が相手コートに侵入してコートが濡れて、危険な状況が生じる恐れがあると主
審・   副審が判断した場合は、ノーカウントになることがある。 
 ◆全身が相手コートに侵入した場合、足がコートについていない状態であっても反則と
なる。 

 ◆競技者が相手コートへ侵入し、プレーの妨害になったと判断した場合は、インター 
   フェアーの反則となる。 
 

２．第１１条第３項 ネットへの接触・第４項 ネット近くの競技者の反則 
（１）第１１条第３項 ネットへの接触 
①競技者が、ネットに触れても、相手方のプレーを妨害しない限り、反則とはならない。 

②競技者は、相手方のプレーに影響を与えない限り、ネットを含め、支柱、ロープ、ある 

いはアンテナ外側のいかなる物体に触れてもよい。 

③ボールがネットに打ち込まれ、そのためにネットが相手方競技者に触れても、反則した 

ことにはならない。 

（２）第１１条第４項４ ネット近くの競技者の反則 
 競技者が相手のプレーを妨害する行為とは、次のことをいう。 

①ボールをプレーする動作中に、ネット上部の白帯やアンテナの先端８０cm までの部分
に触れ た時。 

②ボールをプレーしているときにネットの支持を得たとき。 

③アドバンテージを得ようとしたとき。 

④正当なプレーの試みに対して妨害するような動作をしたとき。 

 

 ◆プレーの後、相手コートへの侵入など反則が起きることを防ぐためにネット（ネッ 
ト全長）にぶら下がったり、ネットの助けをかりていると判断した場合は、タッチネ ッ

トの反則となる。ま た、相手のプレーに影響を与えていると判断したとき（アン ダー
ロープに捕まった場合も   含む）もタッチネットの反則となる。 
 ◆第１１条第４項４③及び④については、タッチネットの反則を科し、スポーツマン 
シップに反 する行為に対し「反則（イエローカード）」を科す。  ※ 
 ＜例＞ 
 ①相手のプレーを妨害するためや審判の判定を惑わすために意図的にネットを引っ張
 るよう  な行為 
 ②チーム・メイトのプレーを援助するために故意にネットを引っ張り下げるような行 
為 

 ③ネットを下げながらアタック・ヒットするような行為 
  ※ その結果、２点が相手チームに与えられるようになる。  
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